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平成２１年度 第１回 函館市恵山地域審議会会議録 

開催日時  平成２１年７月２２日 水曜日 １４時００分～１６時１０分 

開催場所  函館市恵山支所 ２階 大会議室 

内  容 議 題 

（１）前回の意見等の集約結果と取組状況について 

（２）平成２０年度事業の実績について 

（３）地域振興全般に関する意見交換について 

  ①東部営業所管内(旧町村地区)の家庭用以外の水道料金の統一について 

  ②４地域の現状等について 

  ③その他 

（４）その他 

出席委員 二木会長  藤原副会長 野呂委員  及川委員  小田委員 

 田中委員  蔦 委員  東福委員  原田委員  渡部委員 

 長田委員 

 

   （計１１名） 

欠席委員 佐藤委員  若山委員  大坂委員  鳴瀬委員      （計 ４名） 

報道関係 報道関係者 北海道新聞社 函館新聞社           （２名） 

事務局 

出席者 

職氏名 

 坂本 幸春 恵山支所長 

 沢田 弘政 恵山支所地域振興課長 

 工藤政五郎 恵山支所市民福祉課長 

安田 政信 恵山支所産業建設課長 

 前田  誠 恵山教育事務所長 

 高  裕彰 恵山病院事務長 

田中 瑞穂 恵山支所地域振興課主査 

松本 光隆 恵山支所地域振興課主事 

田中 修一 恵山支所地域振興課主事 

 

小柏 忠久 函館市理事 

 

佐藤 洋一 企画部計画推進室長 

佐藤 直孝 企画部地域振興課長 

進藤 昭彦 企画部地域振興課主査 

小玉 亮  企画部地域振興課主事 

 

（水道局） 

中谷 宏平 管理部次長 

吉岡 司  管理部料金課長 

岩船 秋男 事業部東部営業所長 

早瀬 洋  管理部料金課調定係長 

 

（計１８名） 
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１ 開 会（１４時００分） 

沢田課長 本日は、ご多用のところ、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。

定刻となりましたので、はじめさせていただきます。 

本日の会議は、地域審議会の設置に関する規程第８条第５項の定めによ

り、公開としております。 

それでは開会にあたりまして、二木会長よりご挨拶をいただきたいと存じ

ます。二木会長よろしくお願いいたします。 

２ 会長あいさつ 

二木会長 ７月に入り、浜では養殖昆布や天然昆布漁の最盛期を迎え、活気に満ちて

おります。委員の皆様には、時節柄何かとお忙しい中ご参集頂きまして誠に

ありがとうございます。 

さて、本日の審議会では、平成２０年度事業の実績報告についてご意見を

頂く予定となっております。また、地域振興全般に関する意見交換では、水

道局から「函館市水道局東部営業所管内の家庭用以外の水道料金の統一につ

いて」、企画部から「４地域の現状等について」報告してもらい、皆様のご

意見をいただく予定となっております。委員各位の忌憚のないご意見、ご提

言を期待して、開会の挨拶とさせて頂きます。 

沢田課長  ここで新委員のご紹介を致します。５月８日に石山委員から辞職願が提出

され、５月１８日に辞任が認められました。 

 後任には、石山委員と同じく恵山地区町会連合会から推薦をいただき、野

呂繁義委員が５月１９日に選任されました。 

（野呂委員あいさつ） 

続いて、事務局職員について４月の支所機構改革と人事異動により担当課

長の一部に変更がございましたのでご紹介致します。 

 住民サービス課と保健福祉課の統合により市民福祉課長となりました工

藤課長です。 

 産業課と建設課の統合により産業建設課長となりました安田課長です。 

 人事異動により恵山教育事務所長になりました前田所長です。 

先ほど会長の挨拶にもありましたとおり、後程水道局からの報告等があり

ます。このため水道局から管理部次長はじめ４名の方が出席されております

ので、事務局からご紹介いたします。 

  水道局管理部 中谷 宏平 次長 

  水道局管理部 吉岡 司  料金課長 

  水道局事業部 岩船 秋男 東部営業所長 

  水道局管理部 早瀬 洋  料金課調定係長  以上です。 
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これより会議を進めて参りますが、進行につきましては、地域審議会の設

置に関する規程第８条第２項の規定により、会長が議長を務めることになっ

てございますので、二木会長にお願いしたいと存じます。 

 会長、よろしくお願いいたします。 

３ 出席委員の報告 

二木会長 会議次第の３ 出席委員の報告についてですが、本日の出席委員は１５人

中１１人が出席し、過半数を超えておりますので、地域審議会の設置に関す

る規程第８条第３項の規定により、会議は成立しております。 

４ 議 題 

 

 

二木会長 

 

 

沢田課長 

 

 

沢田課長 

前田所長 

安田課長 

高事務長 

 

二木会長 

 

長田委員 

 

 

 

 

 

高事務長 

 

 

 

 

 

（１）前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 

 それでは、会議次第の４ 「議題」(1)前回の意見等の集約結果と取組状

況について事務局から説明をお願いします。 

 

前回の意見等の集約結果と取組状況についてですが、事前に資料を配布

しておりますが、各担当課長からご説明いたします。 

 

（ 説  明 ）前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 

 

 

 

ただいまの説明について、何かご質問・ご意見等あればお願いします。 

 

 今の病院の説明ですが、私ども素人にとっては数字を並べられてもわか

らないことがありますが、説明用の資料は（１枚だけなので）要約版なの

かなと思っております。前回の審議会では新年度の予算に伴う事業内容を

説明されましたが、その方法と同様に病院の事業実績についても詳細な書

類があると思うのだが、それはいつ頃提供されるのか伺いたい。 

 

 ただ今長田委員からのご質問の件については、病院局で毎年作成してお

ります「病院の事業概要」について指しているものと推察してお答えいた

します。平成２０年度の「病院の事業概要」につきましては現在作成中で

ありまして、病院局からは、７月下旬発行予定ですが印刷の関係で８月上

旬になるかもしれません。よってその頃には皆様のお手元に配布できるで

しょう。とのことでございます。 
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長田委員 

 

 

 

 

 

高事務長 

 

 

 

 

 

 

 

長田委員 

 

 

 

 

坂本支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二木会長 

 

東福委員 

 

 

 

 

 今の事務長の説明ですが、「病院の事業概要」については今すでに手元

にある要約版を作成するための資料でしょうから、すでに事業概要も作成

できているのではないかと思います。そのため、今の事務長の説明が理解

できないのですが、本当にその事業概要作成には８月上旬まで日数を要す

るのかお尋ねします。 

 

 説明が理解しにくいとのご指摘について申し訳ございませんでした。 

事業概要につきましては、ここに提出しました要約版以外の部分につい

て、例えばどこの地区から何人の患者さんが来ているとか、内科、外科そ

れぞれの入院患者数等を記載することとなっており、現在その数値の把握

等の作業を行っているところです。 

なお、発行する時期につきましては例年７月下旬もしくは８月上旬とな

っておりますことをご理解いただきたいと思います。 

 

 一般的に考えれば、要約版ができているのだから、当然要約版を作成す

る前に基本となる詳細なデータがあった上でまとめられているのではない

のか。その上での要約版だと理解しているから詳細なデータもあるはずだ

と理解しているが、私の認識が違うのか再度この点についてのみ伺いたい。 

 

 今長田委員からいろいろとご質問がありましたが、市の各部局において

も部局毎の概要版を作成しています。「恵山支所の概要」についても試作

しましたがまだ完成しておりません。 

 一般的にこういった「概要」の作り方について申しますと、長田委員は

細かいものを積み上げて合計が集計されたのだから、その内訳も当然ある

でしょうということですが、逆に合計だけ先に集計して、後からその内容

について分析していくという方法をとっていくものもございます。先ほど

高事務長から説明致しましたように入院患者が合計で何人いたかというこ

とはすぐに集計できるのですが、さらにそれを診療科目毎に区分していく

など分析にやや時間を要するものがあります。この点につきましては他の

部局でも同様でありますので、この場に詳細な資料を提出したくないから

ということではありませんのでご理解をお願いしたいと思います。 

 

 議題（１）について他に何かございますか 

 

 前回の審議会で私が意見を述べさせていただいて、病院に関する詳細な

資料提供があったことについて評価しております。 

私どもが地元に住んでいて病院経営の実態がどうなっているのかという

ことを知る方法の一つかなと思っております。資料には前年対比について

具体的に記載されており、これによれば増収が図られ累計の赤字額を解消
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二木会長 

 

 

 

 

 

 

二木会長 

 

 

沢田課長  

安田課長 

工藤課長 

高事務長 

前田所長 

 

二木会長 

 

長田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本支所長 

 

 

 

していくための努力を行っているということが、先ほどの高事務長の説明

とあわせて理解できます。 

今後も今回のように詳細な資料を提供していただくことが、病院の経営

状況について理解を深めることになると思いますので、毎年または必要あ

る都度に資料提供をいただければ私どもも勉強になるのでよろしくお願い

します。 

 

 議題(1)についてはこの辺で締めさせていただきたいと思いますがよろ

しいですか。 

 

（委員から「はい」の声） 

 

（２）平成２０年度事業の実績について 

 

続きまして議題(2) 平成２０年度事業の実績について、事務局から説明さ

せます。 

 

（説 明）平成２０年度事業の実績について 

 

 

 

 

 

ただいまの説明について、何かご質問・ご意見等あればお願いします。 

 

 つつじ公園の整備について、一昨年、昨年と草刈り等を実施したおかげ

で今年は見事な花が咲いた。 

今回せっかく整備して良くなったものでも、雑草等は放置するとまた以

前と同じ状態に戻ってしまう。 

つつじの花は「函館市の花」でもあり、毎年多くの観光客もつつじを見

に来ている。 

毎年継続して整備することによって花も維持できるので恵山地域だけで

なく、市として今後とも継続していただけるように予算面を含めて配慮を

お願いしたい。 

 

 私も何度か恵山へ足を運んだが、前山をはじめ今年は非常に花芽がたく

さんつきました。やはり手を入れて日光がよく当たるようになるとこんな

にきれいになるのだなというのを実感しました。 

 長田委員からもお話がありましたが、私が着任してから旧町時代にはな
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田中委員 

 

 

 

二木会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

二木会長 

 

 

 

 

水道局 

吉岡料金課長 

 

二木会長 

 

 

 

二木会長 

 

 

 

 

かなか管理ができなくて、背の高い木の陰になってしまったりしてつつじ

の花が見えなくなっていた。つつじの花は恵山地域にとって財産でありま

すので当時各部局にお願いして予算を捻出してもらい整備した経過があり

ますが、函館市の財政状況から整備に十分な予算の確保ができない状況で

すができるだけ整備に努めていきたいと思っております。 

これだけつつじの花が群生している場所も他にありませんので、引き続

きボランティアの皆さんのご協力なども頂きながら整備に努めてまいりま

すのでご理解をお願い致します。 

  

 つつじの花について本当に今年は良い花が咲いた。できれば前山の左側も

手入れをして整備すればもっとよく見えると思うのでよろしくお願いしま

す。 

 

他になければ議題２について、これで終了してよろしいですか。 

 

（委員から「はい」の声） 

 

 

（３）地域振興全般に関する意見交換について 

 

①東部営業所管内の家庭用以外の水道料金の統一について 

 

それでは次に、議題(3) 地域振興全般に関する意見交換に入らせていただ

きます。本日は説明事項が２点あります。 

最初に、水道局から函館市水道局東部営業所管内の家庭用以外の水道料金

の統一について説明をお願いします。 

 

 （説 明）東部営業所管内の家庭用以外の水道料金の統一について 

 

  

ご意見・ご質問等ございましたら発言をお願い致します。 

 

 （ 発 言 な し ） 

 

発言がありませんのでこの件については以上で締めさせていただきます。

なお、水道局の皆さまにつきましては、ここで退席をお願い致します。 

 

②４地域の現状等について 
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二木会長 

 

企画部 

佐藤課長 

 

二木会長 

 

 

渡部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

二木会長 

 

 

 

 

 

 

二木会長 

 

 

沢田課長 

 

つづいて企画部から４地域の現状等について説明をお願いします。 

 

 （説 明）４地域の現状等について 

 

 

ただいま４地域の現状等について説明がありましたが、意見等がありま

したらお願いします。 

 

情報通信に関して、中学校のＰＴＡとして発言します。中学校ではコン

ピュータ教室も整備されて授業も行われています。 

しかし、恵山地域では速度の遅いＩＳＤＮ回線しかなく、コンピュータ

学習に非常に支障をきたしています。５０分の授業時間のうち３０分以上

が立ち上がりのダウンロードに時間を要してしまい、授業にならない実態

がある。合併時からのＰＴＡの要望事項でもありますが校内ＬＡＮとセキ

ュリティも含め、教育委員会に早急な改善をしていただきたい。このまま

では授業ができないばかりでなく、情報過疎地にもなってしまうので早急

な対応をお願いしたい。 

 

早急なブロードバンド化、特に中学校についてはダウンロードに結構時

間がかかるということで、ブロードバンド化についてお願いしたいとのこ

とでありますが、４地域のブロードバンド化については市に対しても要望

があがっていているところです。市としましてもＮＴＴに対して署名活動

などにより早くブロードバンド化をしてほしいと要望しております。今後

につきましても同じ児童生徒で情報の格差があってはならないと考えてお

りますので、引き続きＮＴＴに対してブロードバンド化について要望して

まいりたいと考えておりますのでご理解をお願い致します。 

 

この件について他にご発言はございますか。 

なければ、先ほど企画部からの説明にもありましたとおり、４支所の現

状等について質問や意見がありましたら支所を通じてということですの

で、委員の皆さんにはよろしくお願いしたいと思います。 

 

③その他 

 

地域振興全般に関してのその他に移ります。事務局から補足等がありま

したらお願いします。 

 

特に補足することはありませんが、毎回委員の皆さんから意見を出して頂

いておりますが、行政活動の中でご不明な点や住民サービスの点で疑問を感
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二木会長 

 

 

渡部委員 

 

 

 

 

 

 

前田所長 

 

 

安田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡部委員 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

坂本支所長 

 

 

じている点などありましたら、忌憚のないご意見・ご提言をお願いしたいと

思います。 

 

ただいま、事務局から補足がありましたが、地域振興全般に関し、何か意

見等がありましたらお願いします。 

 

恵山中学校のことについて３点発言します。 

１点目は、校庭に馬糞が多く見受けられる。以前から馬の管理について対

応をお願いしていますが一向に改善されていない。 

２点目は、体育館で数か所雤漏りが発生しており、床が滑って危険である。 

３点目は、グラウンドが粘土質のため水はけが非常に悪く授業にも支障を

きたしている。以上３点について早急に改善していただきたい。 

 

恵山教育事務所から、今ご指摘のありました３点につきまして担当する学

務課へ早速連絡して尐しでも改善されればと思っております。 

 

馬の管理については私どもも頭を痛めているところでありまして、馬の行

動を法律で縛ることができず、所有者は恵山地域に在住の方と判明しており

ますので、馬の出没情報をいただいた際には、所有者に現場に来ていただき

対応をしていただいております。 

しかし、対処としては通報を受けて所有者に来ていただき馬を引き上げて

いただくことしかできない状況です。 

何度か中学校からも連絡がありその都度所有者に対応していただいてお

りますが、現状ではそのような対処方法しかない状態でありますのでご理解

をお願いします。 

 

施設については後からということで（わかりました）、馬に関しては１度

授業中に馬がグラウンドに入り込んだ例もありますし、学校敷地内には数回

入り込んで危険な状態であり事故が起きてからでは遅い。行政としてどうす

るのかきちんとした手だてをしていただきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

 馬糞の件については、家の周りにも多数見受けられた。 

また、ゲートボール場にも出没しコートを傷めている実情もありますので

所有者にきちんと管理していただくようにできないものなのでしょうか。 

 

今産業建設課長から説明いたしましたが、そのほかにも馬が車道に出てき

て車と接触したり、畑の作物を食べたり、今お話がありましたがひずめで傷

つけられたりといった苦情も支所に寄せられております。 
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及川委員 

 

 

 

 

小柏理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的に所有者の方は放牧しているものですが、バラ線等の囲いがしっか

りしていないせいなのか馬が抜け出してあちこちに出没しているといった

状況です。その抜け出した馬に対して物理的に私どもが対処することがなか

なかできない状況なため所有者に連絡して適切な管理をしてくださいとお

願いしているのが現状です。 

しかし、渡部委員から指摘のありましたとおり、子供が怪我をするような

ことがあってからでは遅いので、所有者の方には重ねて支所の方からもお願

いしていきたいと思います。現状でできることはお願いすることだけであり

まして、それ以上のことをするとなると放牧場を整備してその中に馬を入れ

るといったことになりますが、物理的に現状ではそれは難しい話であります

ので、所有者の方に万全を期していただくようにお願いしてまいります。 

また学校の管理の仕方につきましては、教育委員会の方と今のご意見を踏

まえて相談させていただきたいと思います。 

 

地区長制度について、市長のマニフェストのなかで平成１９年度には２

人、そして最近では１人というようなことが新聞で見ましたけれども、例え

ば１人になった場合、４地域の中のどこに地区長さんを置く予定なのかわか

る範囲で結構ですので教えてください。 

 

この６月定例会でも（地区長の件について）話がありましたが、現状では

４支所の支所長は部長職で配置をしております。当面はこの形を継続したい

と考えております。 

現在旧函館市は開港１５０周年ということですが合併前の旧４町村地域

はその倍以上も歴史のある地域でありますので、合併したからといってなん

でもかんでも旧函館市に合わせる必要もないだろうなという考え方もござ

います。そういった中で先ほども企画部から４地域の現状等について資料等

で説明したところですが、これから先も含めて４地域がどういう形で地域振

興を図っていくのか、住んでいる方が安心して生活できる環境をどう整えて

いくのかということは大きな課題だと思っております。 

そのため部長にもそれなりの権限を与えてそこでの判断もできますが、合

併した４地域全体を統括するような特別職をおいて、その特別職に４地域の

ことはすべてまかせてしまう。そのほうが４地域にとってよいのではないか

という考え方に基づいて先の定例会で市長が答弁したところです。 

ただその特別職をどこに置くのかということも大きな関心のあるところ

だと思いますが、そこまではまだ決定しておりません。 

（市長の）マニフェスト自体には２人置くということになっておりました

が、議会からご指摘を受けて今現在では４地域を統括する特別職のほうがい

いのではないのかといったレベルです。でその人が恵山地区に配属になって

しまうと恵山地区の地区長ということになってしまって他の３地区の住民
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の方がうちの方はどうなのかという話にもなってくる。それでは毎日４つの

地区を巡回する形にしてはどうかという話もありますが、それも現実的では

ないと、いろいろな議論はあるのですが、現在は今申しましたような現状で

ありまして、この地区長の件について仮に具体化していくことになれば、当

然地域審議会の意見も頂くことになりますし、議会での議論もいただくこと

になり、その中で検討を深めていくという流れになりますのでその経過につ

いては逐一地域審議会にもお話させていただきたいと考えております。 

 

はい、わかりました。 

もう１点ですが、旧市内の方からのお話なのですが、恵山シーサイドパー

クゴルフ場の草刈り整備について、以前は素晴らしくてやりやすかったので

恵山によく来てパークゴルフをしていたが、最近あまり草刈りの方がうまく

いっていないようで今までにないくらいコースが悪くなっていることをお

聞きしました。 

立派な施設があって遠くからいらしてくれる方が、コースが悪いというこ

とで人数が減ってしまっては残念だなと思っておりますのでよろしくお願

いします。 

 

恵山シーサイドパークゴルフ場の管理については現在指定管理者制度を

導入して管理者の方におまかせしておりますが、今のようなお話を管理者の

方へ伝えて十分管理していただけるようにしてまいりたいのでよろしくお

願いします。 

 

共同墓地の管理について、うちの方で恵山地区の共同墓地の管理を任され

ているのですが、旧町時代は墓を建立する際には、着工届を提出していただ

いてこちらで現地を確認して判を押して、工事を開始して完成したら現地を

確認して、完成届に判を押して書類を提出することになっていたが、現状で

は図面を見て墓を建立される方に場所を提供して、いきなり業者さんが工事

を始めてしまう。それで、実際できました完成届を持ってきて確認に行きま

すと例えば現場を見て２区画あるところの真ん中に墓を建立する例もあり、

せっかく２区画あったものが１つしか建立することができない。管理を任さ

れている以上、業者さんが入る前に確実に確認に入れるような体制をつくっ

ていただきたい。 

街の墓地のように初めから団地のようにきちんと区画されていて図面を

見てこの場所はいいですよとか指示できるのなら判を押して書類を渡せる

のでしょうけど、この地域の墓地は墓が立っていない場所はただの広場のよ

うに見えてしまうので、隣だからいいだろうという感覚で勝手に建立されて

しまう。このことから墓地の管理者が確認に入れる体制をきちんとしてほし

い。 
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私どもも図面は持っておりまして、なるべく図面だけではなく現地を確認

しております。工事に入る前の写真と建立後に完成写真を提出してもらい確

認行為を行っております。わかりにくい場所についてはお寺さんに尋ねてく

ださいということで指導をしておりますが、今後はお寺さんとも密に確認で

きるようにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

つい先日もうちの住職が現地確認の際ここでいいですよと確認して、役所

に図面を持っていったのですが、実際着工してみるとまったく違う場所に建

立されていた。数メートルの誤差ということではなくて墓地の端から反対側

の端というようなまったく関係のない場所に突然建てられていて、なんのた

めの確認作業なのかという状況ですし、何のために管理を任されているのか

といった状況で住職も憤慨していましたので体制をきちんと確立していた

だきたいと思います 

 

今後そのようなことがないように努めてまいりたいと思います。 

 

現在海岸線に非常に多くの漂流物が漂着して景観を損ねております。また

これらの漂着物が海の生物に良い影響を与えていないと思っております。 

以前いくつかの町内会で独自にクリーン作戦を行い、海岸清掃に取り組ん

だ経過がありましたが、経験談によれば住民の善意に頼った活動では限界が

あるとのことです。 

本来ならば地域の海であり、地域の住民がみんなで協力して守っていかな

ければならないと思いますが、限界があるとのことから、恵山支所が中心と

なって漁協、町内会等の各種団体に呼び掛けてみんなの協力を得て海岸清掃

に取り組む状況だと思っております。 

 

ただ今野呂委員から海岸線の整備といいますか美化についてお話があり

ましたが、先般の議会でも同様のお話がありました。海岸の管理は北海道が

行っております。それから廃棄物として漂着してまいりますと廃棄物の処理

及び清掃に関する法律の適用となり、市の環境部がゴミとしてどのように整

理していくかということになりますが、実際問題として北海道は各自治体に

お願いしているという実態であり、函館市も合併して膨大な海岸線をもって

いるものですから、なかなか行政として処理するのは難しいという状況でご

ざいます。今野呂委員からお話のありました点につきましては、土木部、環

境部さらには他の３支所とも相談しながら、また地先の方の協力なしではう

まくいかないだろうと思いますので、長い海岸線をどのように管理していっ

たらいいのか協議してまいりたいと思います。 
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二木会長 

 

中学校のスクールバスについてお尋ねしたいと思います。 

現在、日ノ浜～古武井地区の生徒については自転車等により通学しており

ますが、このことによって生徒がかわいそうだと感じた点について発言致し

ます。 

中学校の部活動は午後６時半頃まで行われています。 

天候が良い日ならば日ノ浜～古武井地区の生徒は自転車等で個々に通学

していますが、風雤の強い天候の悪い日には函館バスの停留所まで徒歩で行

き、お金を払って函館バスに乗車して帰宅している。 

一方、部活動が終わる時間になると、日浦～女那川地区までの生徒を乗せ

てスクールバスが学校から発車している。 

午後６時半ともなるとスクールバスに乗車する生徒の数も尐なくなって

席が空いている状態です。 

毎日とは言わないまでも、風雤の強い天候の悪い日くらいは日ノ浜～古武

井地区の生徒も乗車させてはいかがかなと、そういう配慮はできないもの

か。例えば乗車する生徒が多くて席が満席になる場合は通路部分に立たせて

もいいのではないか。これから台風シーズンにもなりますので、そういう負

担が生徒にも大きいと思います。いろんな規則の中で決められているとは思

いますが、この点についてあえて要望いたします。 

 

 スクールバスの運行のお話ですが、私が前任者から引き継いだスクールバ

スの設置の経過ということからしますと基本的に中学校の統合があって、旧

東光中学校の校区についてはスクールバスが出ない。統合により通学距離が

遠くなる旧尻岸内中学校の校区の生徒はスクールバスがでるということで

理解しております。 

 今東福委員のお話された件については、遠くの生徒はバスに乗れて近くの

生徒はバスに乗れないというご指摘だと思います。あまり杓子定規にやらな

いですむ方法があれば相談してみたいと思います。 

 以前のように支所にバスがあって運転手もいた時代は福祉バスのように

弾力的に運用することも可能だったのですが、今支所に専任の運転手はおり

ませんので、臨機にバスを運行するということは難しいとは思いますが、既

存のバス路線の中で多尐工夫する余地があるのであれば相談させていただ

きたいと思います。 

 

はい、他に意見等ございますか。 

 

（委員から「なし」の声） 

 

発言がないようですので、議題４の地域振興全般に関する意見交換につい

ては以上で閉めさせて頂きます。 
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沢田課長 

 

 

 

二木会長 

 

二木会長 

 

坂本支所長 

 

 

 

 

 

委員の皆さんには貴重なご意見ありがとうございました。 

 

（４）その他 

 

続いて、議題(4)その他となっておりますが、事務局から何か提案がある

そうですので説明をお願いします。 

 

（ 説 明 ）地域審議会だよりの発行について 

 

地域審議会の議事録についてはホームページ等に公開をしておりますが、

市民の方からはなかなかホームページの議事録を見る機会がないですとか、

広報市政はこだての恵山支所のページに地域審議会の内容を掲載しており

ますが、紙面の制約等もあって詳細には載せきれていない状況です。 

このことからＡ４判の両面刷りとなりますが、地域審議会だよりを作成し

て広報市政はこだてに折り込み、市民の方にも地域審議会の内容を知ってい

ただくように努めていきたいと考えております。 

委員の皆さまのお考えをお聞かせください。 

 

今の点については非常にいいことだと思います。 

それで私から質問ですが、ただ今の地域審議会だよりは地域振興課が発行

するということでよろしいですか。 

あと、皆さんからもご意見等がありましたらお願いします。 

 

（委員からは発言なし） 

 

今会長さんからもお話がありましたが、地域審議会だよりについては、地

域審議会に特化した恵山支所の「広報」として、恵山支所地域振興課の責任

で発行したいと考えております。 

 

はい、この件につきましてよろしくお願い致します。 

 

支所長から何かございますか。 

 

時間もかなり経過しましたが、最後に、皆さんが大変お待ちかねの地域コ

ミュニティセンターについて、現在敷地に仮り囲いをして本格工事が始まり

ました。 

業者さんの方から工事工程表もいただき、それによりますと来年の４月に

はオープンできることとなっております。各町内会長さんにはこのような行

程表になっておりますとご説明をさせていただきました。今日この場に業者



 - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二木会長 

 

さんからパース（完成予想図）をいただきましたので委員の皆さんにお回し

致しますのでご覧いただきたいと思います。 

なお、パース（完成予想図）でございますので完璧に同じになるかといえ

ば困りますが、概略といいますかイメージはこのような形で完成される予定

でございます。 

 工事車両の出入りですとかいろいろとご協力いただくこともあるかと思

いますがよろしくお願い致します。 

 

それでは、以上で本日の日程はすべて終了致しました。 

次回の開催は、１０月を予定しております。 

 日程、議題内容については、正副会長に一任願いたいと思うが、よろしい

でしょうか。 

 

＜委員一同、「はい」の声＞ 

 

以上で平成２１年度第１回函館市恵山地域審議会を終了します。 

大変ご苦労様でした。 

 

５ 閉 会（１６時１０分） 


